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様式２ 

審議会等会議録 

審議会等の名称 第５回 山口市すこやか長寿対策審議会 

第４回 山口市地域包括支援センター運営協議会 

第５回 山口市地域包括支援センター運営協議会 

開催日時 令和８年５月２８日（木曜日）  １４：００～１６：００ 

開催場所 ＫＫＲあさくら 扇翠の間 

公開・部分公開の

区分 

公開 

出席者 

 

草平武志委員、伊勢嶋英子委員、長﨑孝司委員、岡幸夫委員、田邉亮委員、 

安元重実様（戸井正樹委員代理）、小迫幸恵委員、高山直美委員、青木健委員、 

上野綾乃委員、橘康彦委員、宮﨑高行委員、松井康博委員、倉岡章委員、 

山根良夫委員、松永清美委員、藤本綾子委員、佐分利隆委員、瀬孝宣委員、 

野田良輔委員、大窪正行委員（２１名）（敬称略、順不同） 

欠席者 郭泰植委員、大田修三委員、小野みさ江委員、阿部和雄委員 

事務局 健康福祉部長、健康福祉部次長、高齢福祉課長、 

高齢福祉課副参事兼基幹型地域包括支援センター所長、高齢福祉課主幹３名、同副主

幹、同主査、介護保険課長、同主幹、同副主幹、同主事、指導監査課長、同主幹、 

健康増進課長、同主幹（１７名） 

議題 「山口市すこやか長寿対策審議会」関係 

報告１  「第十一次山口市高齢者保健福祉計画・第十次山口市介護保険事業計画」 

策定方針 

 

「山口市地域包括支援センター運営協議会」関係 

議題１ 令和７年度指導監査実施状況及び令和８年度指導監査実施方針について 

 

「山口市地域密着型サービス運営協議会」関係 

議題２ 令和８年度地域包括支援センター事業計画及び予算 

内容 ※要点筆記 

 

次第に基づき以下のとおり進められた。 

１. 開会 

（１）部長あいさつ 

 

―会長により議事進行― 

 

 

【事務局】 

会議の情報公開の取り扱いについて原則公開、希望者には傍聴を認めることとし、議

事録については要旨のみの記載とし、発言者の実名を伏せた上で公開することを提案 

→了承 

 

―以下、会長、委員、事務局の発言要旨― 

 
２. 議事 

「山口市すこやか長寿対策審議会」関係 
報告１『「第十一次山口市高齢者保健福祉計画・第十次山口市介護保険事業計画」 

策定方針』 



2 

 

【会長】 

報告１『「第十一次山口市高齢者保健福祉計画・第十次山口市介護保険事業計画」策

定方針』について、事務局の説明を求める。 

 

【事務局】 

資料１を用いて説明。 

 

【会長】 

 報告１『「第十一次山口市高齢者保健福祉計画・第十次山口市介護保険事業計画」策

定方針』について委員に質問や意見を求める。 

 

【Ａ委員】 

２ページの基本方針の中の（５）「生産性向上」という言葉は国が使っている言葉だ

から使わざる得ないと思うが、なにか工場における物づくりの現場で使うような言葉を

介護や福祉の現場にそのまま持ち込んできている気がして、違和感がある。国が示して

いる言葉の意味、また定義のような概念、規定があれば、生産性向上はなにか教えてい

ただきたい。 

 

【事務局】 

国は、業務効率化やＩＣＴ導入によって介護職員の負担軽減と現場の円滑化を図るこ

とを「生産性向上」と位置づけており、本資料もその考えに基づいて作成した。 

 

【Ａ委員】 

 個人的な意見になるが、先ほどの説明にある言葉の方がまだなじめる気がするので、

山口市として可能であれば、より現場に合った表現に置き換えてほしい。 

 

【Ｂ委員】 

国で単身高齢者や身寄りのない高齢者への支援制度の検討が進んでいることを踏ま

え、山口市は次期計画にその内容をどのように盛り込むのか。制度の成立時期と計画策

定時期がずれる場合、日常生活支援事業などを計画にどう位置付けるのか。 

 

【事務局】 

現在、国の権利擁護モデル事業を活用し、日常生活上の簡易な金銭管理を支援する仕

組みを進めている。また、単身高齢者の困りごとは多様であり、今後の政策課題として

検討を進めている。次期計画にも一定程度盛り込む必要があると考えているが、現時点

では具体的な内容は検討中である。 

 

「山口市地域密着型サービス運営協議会」関係 

議題１「令和７年度指導監査実施状況及び令和８年度指導監査実施方針について」 

【会長】 

議題１「令和７年度指導監査実施状況及び令和８年度指導監査実施方針について」に

ついて、事務局の説明を求める。 

 

【事務局】 

資料２を用いて説明。 

 

【会長】 

議題１「令和７年度指導監査実施状況及び令和８年度指導監査実施方針について」に

ついて、委員に質問や意見を求める。 

 

【Ｃ委員】 

令和７年度の指導監査結果について、居宅介護支援事業所１２か所のうち１０か所に

指摘があったが、居宅介護支援事業所の改善要求の１６項目の中で一番多かったのと２

番目は何か。 
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【事務局】 

運営規定と重要事項説明書の記載漏れや記載誤りが一番多かった。その次は虐待防止

のための指針に必要項目が不足していたことであり、是正を求めた。 

 

【Ｃ委員】 

運営規程や重要事項説明書の記載漏れ・記載誤りについて、実務上は適切に対応して

いても、細かな制度改正が反映されず放置されている場合があるため、監査時に十分確

認してほしい。運営基準に関して、サービス担当者会議についても、必要な関係者を招

集しないまま実施している事例は重要な問題であり、徹底した指導をお願いしたい。 

 

【Ｄ委員】 

指導内容について、３ページの「【運営基準に関すること】」の虐待防止のための指針

に関する指摘が７件挙げられているが、指針に盛り込むこととされている項目とは具体

的に何か。 

 

【事務局】 

虐待防止の指針には、「事業所における虐待防止に関する基本的考え方」、「虐待防止

検討委員会その他事業所内の組織に関する事項」、「虐待防止のための職員研修に関する

基本方針」、「虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針」、「虐待等が発生した

場合の相談、報告体制に関する事項」、「成年後見制度の利用支援に関する事項」、「虐待

等に関する苦情解決方法に関する事項」、「利用者等に対する当該支援の閲覧に関する事

項」、「その他」を盛り込むこととなっている。特に指摘が多かった不足項目は、職員研

修に関する内容や、特に成年後見制度の利用事項に関する内容であった。 

 

【Ａ委員】 

虐待防止や身体拘束について、指針の記載漏れや記録の未記載の事例があるが、必要

以上に長時間の拘束が行われていなかったかなど、実際のケアの内容や対応状況に問題

がなかったのかを確認したい。 

また、人員基準に関して、基準違反があった場合に、過去にさかのぼった報酬の返還

などのペナルティ対象になるのか。 

 

【事務局】 

虐待防止や身体拘束については、運営指導時に記録や様式を確認し、そういった事例

が起きた場合は、早急に所管となる市町村に連絡することと定められていることから、

必要に応じて関係課と連携して対応している。令和７年度の確認では、虐待や身体拘束

に関して重大な問題は見受けられなかった。 

人員基準違反があった場合は、過去にさかのぼって報酬返還の対象となるが、令和７

年度の人員基準違反はなかった。報酬に関する指摘は１件あったが、報酬返還の対象で

はなく、文書指摘による是正にとどめた。 

 

【Ｅ委員】 

通所介護、グループホーム、小規模多機能、小規模特養などで、実際に人員が十分確

保できているのか。特に小規模事業所では、職員の有休や病欠時に代替人員を確保でき

るのか疑問があり、現場はかなり厳しい状況にある。今後の介護計画では、人員配置や

人材確保が非常に重要な課題になるため、監査時にも実態を丁寧に把握してほしい。 

 

【事務局】 

 運営指導に行った際にも、管理者や従業員の方からその辺りの意見は頂くので、関係

課とその旨を伝えながら、進めていきたい。 

 

「山口市地域包括支援センター運営協議会」関係 

議題２「令和８年度地域包括支援センター事業計画及び予算」 

 

【会長】 
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議題２「令和８年度地域包括支援センター事業計画及び予算」について、事務局の説

明を求める。 

 

【事務局】 

資料３-１、３-２を用いて説明。 

 

【会長】 

議題２「令和８年度地域包括支援センター事業計画及び予算」について、委員に質問

や意見を求める。 

 

【Ｆ委員】 

資料の３－１、１５ページの徳地分室で「複数の地域でデマンド便となっている」と

あるが、デマンド便というのは具体的にどういうことか教えて頂きたい。 

 

【事務局】 

具体的には、定期便ではなく、予約をして使っていただく交通手段となっている。 

 

【Ｆ委員】 

福祉タクシーか何かか。 

 

【事務局】 

徳地に関しては、車両自体はワゴン車のような形で、タクシー会社が運営しているも

の。定時、定路線のものではなく、予約に応じてそこにお迎えに行き、行きたい場所に

行くというような形の公共交通機関の実証をしている状況。 

 

【Ｅ委員】 

資料３‐２の地域包括支援センターの配置基準が、保健師、社会福祉士、主任介護専

門員と各部署、よく配置されている。このためにお金が必要だと思うので、是非予算の

あたりをきちんとしていただけたらと思う。 

 

【会長】 

 会議次第にある議事が終了し、委員に会議での質問や意見を求める。 

 

―質疑無し― 

 

 ―議事終了― 

 

３ その他 

【事務局】 

次回審議会及び運営協議会開催予定について説明 

 

―会議終了― 

 

資料 （資料１）「第十一次山口市高齢者保健福祉計画・第十次山口市介護保険事業計画」 

策定方針 

（資料２）令和７年度指導監査実施状況及び令和８年度指導監査実施方針について 

（資料３-１）令和８年度地域包括支援センター事業計画 

（資料３-２）令和８年度地域包括支援センター収支予算 

 

問い合わせ先 健康福祉部 介護保険課 管理担当 

TEL ０８３－９３４－２８０５ 

 


